
入 札 公 告 

 

WTO に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける物品等の購入について、次のとおり

一般競争入札を行うので、公立大学法人福島県立医科大学特定調達契約事務取扱細則（平成

31 年 2 月 1 日細則第 23 号）第 6 条の規定により公告する。 

 

令和７年２月１４日 

 

公立大学法人福島県立医科大学理事長 竹之下 誠一   

 

１ 入札に付する事項 

（１）調達をする物品等の名称及び数量  灯油（白灯油ＪＩＳ１号） １，１０４ＫＬ 

 （注）数量は、過年度実績に基づき算出した購入見込数量であり、購入数量を保証するも

のではない。また、購入数量の増減に応じた契約単価の変更は行わないものとする。 

（２）調達案件の仕様等  仕様書による。 

（３）契約期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（４）納入場所 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  次に揚げる条件を全て満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資

格の確認を受けた者であること。 

（１）公立大学法人福島県立医科大学契約細則（平成 18年 4月 1日細則第 13号。以下「契

約細則」という。）第２条及び第３条第１項の規定に該当しない者であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条

第１項各号に揚げる者に該当しない者であること。 

（３）福島県の物品購入（修繕）競争入札参加有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）

に登載されている者又は開札時までに福島県の物品購入（修繕）競争入札参加資格を取

得している者であること。 

（４）この公告の日から入札の日までの間に、福島県から物品の買入れ又は修繕に係る参加

資格制限を受けていないこと。 

（５）この公告に示した仕様に合致した物品又はこれと同等の物品について同程度の納入

実績があること。 

（６）この公告に示した物品を公立大学法人福島県立医科大学理事長（以下「理事長」とい

う。）が指定する日時及び場所に十分納入することができること。また、災害発生時に

おいても確実に納入することができること。 

３ 入札に参加する者に必要な資格の確認 

  入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書に、２の（３）に



揚げる事項について証明できる書類を添付して、令和７年３月７日（金）午後５時までに

次に揚げる場所に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。 

  なお、郵送により提出する場合も、令和７年３月７日（金）午後５時まで必着とする。 

 郵便番号 969-3492 福島県会津若松市河東町谷沢字前田 21 番地 2 

 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター 総務課予算経理係 

電話 0242-75-2100  FAX 0242-75-2150 

４ 契約条項を示す場所及び期間 

  上記３に揚げる場所において令和７年２月１４日（金）から同年３月７日（金）まで（土

曜日、日曜日及び祝日は除く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

５ 納入場所の確認 

  上記３に揚げる場所において令和７年２月１４日（金）から同年３月７日（金）まで（土

曜日、日曜日及び祝日は除く。）の午前８時３０分から午後５時までに、納入ルート及び

給油口の確認ができることとする。ただし、事前に電話連絡すること。 

６ 入札書の提出場所等 

（１）入札書の提出場所、入札説明書の配布場所及び問い合せ先 

上記３に揚げる場所に同じ。 

なお、郵送による入札説明書の配布を希望する場合は、日本工業規格Ａ列 4 番の大き

さの用紙 20 枚が入る程度の大きさで、所定の料金分の切手を貼った宛先明記の返信用封

筒を同封の上、上記３に揚げる場所まで令和７年２月２６日（水）午後５時まで必着で請

求すること。他に、公立大学法人福島県立医科大学のホームページにおいて公告の日から

令和７年３月７日（金）午後５時まで公開する。 

（２）入札及び開札の日時及び場所 

  令和７年３月２６日（木）午前１０時３０分 公立大学法人福島県立医科大学会津医療

センター２階 第４会議室（郵便による入札をする場合、書留郵便により行うものとし、

同月２５日（水）午後５時までに必着のこと。） 

７ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

この入札に参加を希望する者は、入札金額（単価）に１００分の１１０を乗じて得た金

額に予定数量を乗じて得た額の１００分の３以上の額の入札保証金を納付しなければな

らない。 

ただし、契約細則第９条に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除す

る。 

（２）契約保証金 

  落札者は、契約金額（税込単価）に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上の額の

契約保証金を納付しなければならない。 

ただし、契約細則第３９条第１項ただし書きに該当する場合においては、契約保証金の

全部又は一部の納付を免除する。 



８ 入札に参加を希望する者に要求される事項 

  この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し、

理事長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

９ 入札の無効 

  上記２の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において

示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。 

１０ その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

（２）入札方法 

   落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）落札者の決定方法 

  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（４）契約書作成の要否 

  要 

（５）契約の締結 

  本件入札は、その契約に係る予算が承認され、令和７年４月１日以降で予算の執行が可

能となったときに、入札の効力が生じ本契約として成立するものとする。 

なお、契約が成立しなかった、又は締結されなかったことによる損害については、一切

賠償しない。 

（６）遅延利息 

単価購入契約書（案）第７条４項、第１１条第３項における遅延利息の率については、

福島県財務規則第２３５条第１条（以下「当該条項」という。）に準拠しており、契約期

間開始までの間に当該条項に改正があった場合、委託契約書（案）においても率を変更す

ることがある。 

（７）その他 

  詳細は、入札説明書による。 

１１ Summary 

（１）Nature and quantity of the products to be purchased: Kerosene(JIS No1) About 

1,104,000Ｌ 

（２）Time limit of tender(by mail): 5:00p.m.，25March 2025 

（３）Time limit of tender(by hand): 10:30a.m.，26March 2025 

（４）Contact point for the notice: 21-2 Maeda，Tanisawa，Kawahigashi，Aizu-



wakamatsu-shi，Fukushima 969-3492 Japan  

TEL 0242-75-2100 FAX 0242-75-2150 


